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Ⅰ【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

 

本日付で半期報告書を提出致しましたので、平成24年８月13日に届出済みの有価証券届出書（以下「原

届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこ

れを訂正するため、提出するものです。

 

Ⅱ【訂正の内容】

 

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届

出書の更新後の内容を示します。また、＜追加＞の記載事項は原届出書に追加されます。

 

 

 

第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜訂正前＞
（略）
当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および属性

区分に該当します。
（略）
 
商品分類の定義
（略）
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ

ネージメント・ファン
ド）

社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
則」に規定するＭＭＦをいいます。

ＭＲＦ（マネー・リ
ザーブ・ファンド）

社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する規
則」に規定するＭＲＦをいいます。

ＥＴＦ （略）
（略）
※上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

 
属性区分の定義
（略）
投資形態 ファミリーファンド （略）

ファンド・オブ・
ファンズ

社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する規
則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

（略）
※上記定義は社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。

＜訂正後＞
（略）
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類および

属性区分に該当します。
（略）
 
商品分類の定義
（略）
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ

ネージメント・ファン
ド）

一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
規則」に規定するＭＭＦをいいます。

ＭＲＦ（マネー・リ
ザーブ・ファンド）

一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
規則」に規定するＭＲＦをいいます。

ＥＴＦ （略）
（略）
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので
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す。

 
属性区分の定義
（略）
投資形態 ファミリーファンド （略）

ファンド・オブ・
ファンズ

一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。

（略）
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもので

す。

 

［ファンドの目的・特色］

＜更新後＞
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（３）【ファンドの仕組み】

③委託会社の概況

＜訂正前＞

・資本金

2,000百万円（平成24年５月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成24年５月末現在）

（略）

＜訂正後＞

・資本金

2,000百万円（平成24年11月末現在）

（略）

・大株主の状況（平成24年11月末現在）

（略）

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成24年８月14日現在のものであり、今後変更される可能性があります。

＜訂正後＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成25年２月14日現在のものであり、今後変更される可能性があります。
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４【手数料等及び税金】

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞
（略）
①個人の受益者に対する課税
（略）
１．収益分配金の課税
（略）

原則として、10％（所得税７％および地方税３％）の税率
※
で源泉徴収（申告不要）されま

す。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・申告分離課税を選択す
ることもできます。申告分離課税を選択した場合、10％（所得税７％および地方税３％）の税

率
※
となります。

２．解約時および償還時の課税
（略）

10％（所得税７％および地方税３％）の税率
※
による申告分離課税が適用されます。

特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10％（所得税７％および地方税３％）の税

率
※
で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

（略）
※平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復
興特別所得税が付加されることにより、平成25年１月１日以降は10.147％（所得税７％、復興特
別所得税0.147％、地方税３％）、軽減税率の適用終了後の平成26年１月１日以降は20.315％
（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率となる予定です。

②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還

時の個別元本超過額については、配当所得として７％（所得税７％）の税率
※
で源泉徴収されま

す。
（略）
※平成24年12月31日までの税率です。平成25年12月31日までは軽減税率が適用されます。なお、復
興特別所得税が付加されることにより、平成25年１月１日以降は7.147％（所得税７％、復興特
別所得税0.147％）、軽減税率の適用終了後の平成26年１月１日以降は15.315％（所得税15％、
復興特別所得税0.315％）の税率となる予定です。
（略）

※上記は平成24年５月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
ることがあります。

（略）
＜訂正後＞
（略）
①個人の受益者に対する課税
（略）
１．収益分配金の課税
（略）

原則として、10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）の税率
※
で源泉徴

収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されません。）・
申告分離課税を選択することもできます。

２．解約時および償還時の課税
（略）

10.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％、地方税３％）の税率
※
による申告分離課税が

適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、10.147％（所得税７％、復興特別所得税

0.147％、地方税３％）の税率
※
で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。

（略）
※平成26年１月１日以降の税率は、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）
となる予定です。

②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還
時の個別元本超過額については、配当所得として7.147％（所得税７％、復興特別所得税0.147％）

の税率
※
で源泉徴収されます。

（略）
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※平成26年１月１日以降の税率は、15.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％）となる予定
です。
（略）

※上記は平成25年１月１日現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。

（略）
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５【運用状況】

＜更新後＞

（１）【投資状況】
   平成24年11月30日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

親投資信託受益証券 日本 177,274,35999.99

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 12,463 0.01

 純資産総額  177,286,822100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄

      平成24年11月30日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 口数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日)(％)

日本
新興国株式インデックスマ
ザーファンド

親投資信託
受益証券 ― 116,858,510

1.4035
1.5170

164,011,215
177,274,359

―
― 99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

 

ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
 平成24年11月30日現在

種類／業種別 投資比率(％)

親投資信託受益証券 99.99

合　計 99.99

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②【投資不動産物件】
該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成24年11月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移

は次の通りです。
  （単位：円）

 純資産総額
基準価額

(１万口当たりの純資産価額)

第1計算期間末日
（平成23年 5月12日）

111,730,975
111,529,606

（分配付）
（分配落）

11,097
11,077

（分配付）
（分配落）

第2計算期間末日
（平成24年 5月14日）

110,444,701
109,250,219

（分配付）
（分配落）

9,246
9,146

（分配付）
（分配落）

平成23年11月末日 110,201,385 8,447 

12月末日 110,523,623 8,438 

平成24年 1月末日 121,917,973 9,142 

2月末日 130,111,816 10,259 

3月末日 129,184,249 10,099 

4月末日 117,191,543 9,838 

5月末日 105,260,230 8,440 

6月末日 113,300,431 8,533 

7月末日 126,800,974 8,818 

8月末日 131,965,053 8,839 

9月末日 144,530,626 9,246 

10月末日 165,096,733 9,437 

11月末日 177,286,822 9,823 
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②【分配の推移】
 １万口当たりの分配金

第1計算期間 20円

第2計算期間 100円
 

③【収益率の推移】
 収益率（％）

第1計算期間 10.97

第2計算期間 △16.52

第2計算期間末日から
平成24年11月末日までの期間

7.40

（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の
基準価額（分配落ちの額。以下「前期末基準価額」）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じて得た数。ただし、第2計算期間末日から平成24年11月末日までの期間については
平成24年11月末日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た数
に100を乗じて得た数。

 

（４）【設定及び解約の実績】
 設定口数 解約口数 発行済口数

第1計算期間 151,579,47050,894,796100,684,674

第2計算期間 64,524,920 45,761,320119,448,274

第3計算期期首から
平成24年11月30日までの期間

82,606,921 21,565,558180,489,637

 

＜参考＞

「新興国株式インデックスマザーファンド」

（１）投資状況
   平成24年11月30日現在
   （単位：円）

 資産の種類 国／地域名 時価合計 投資比率(％)

株式 香港 3,223,143,37517.87

 韓国 2,669,277,59314.80

 ブラジル 1,958,904,17610.86

 台湾 1,826,890,06510.13

 アメリカ 1,708,285,9939.47

 南アフリカ 1,303,318,3467.22

 インド 1,082,884,5256.00

 メキシコ 894,015,114 4.96

 マレーシア 629,462,992 3.49

 インドネシア 480,439,860 2.66

 タイ 379,813,024 2.11

 トルコ 324,480,610 1.80

 ポーランド 266,711,695 1.48

 チリ 223,036,636 1.24

 コロンビア 212,438,192 1.18

 フィリピン 168,099,524 0.93

 チェコ 50,923,278 0.28

 ハンガリー 49,680,874 0.28

 モロッコ 9,551,142 0.05

 ペルー 716,818 0.00

投資証券 フランス 9,163,300 0.05

 アメリカ 8,451,790 0.05

 
コール・ローン、その他資産

（負債控除後）
― 560,753,001 3.09

 純資産総額  18,040,441,923100.00

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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その他の資産の投資状況
 平成24年11月30日現在
 （単位：円）

資産の種類 時価合計 投資比率(％)

株価指数先物取引　（買建） 529,299,532 2.93

（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
 

（２）投資資産

①投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄

      平成24年11月30日現在

国／
地域

    上段：帳簿価額 利率（％） 投資
銘　柄 種類 業種 株式数 下段：評 価 額 償還期限 比率

    単価（円） 金額（円） (年/月/日)(％)

韓国
SAMSUNG ELECTRONICS CO
LTD 株式

半導体・
半導体製造装置 6,420

98,230.91
107,464.00

630,642,492
689,918,880

―
― 3.82

台湾
TAIWAN SEMICONDUCTOR
MANUFAC 株式

半導体・
半導体製造装置 1,388,000

239.13
272.13

331,924,820
377,716,440

―
― 2.09

香港 CHINA MOBILE LTD株式 電気通信サービス 356,000
916.26
936.51

326,199,096
333,397,560

―
― 1.85

香港 CHINA CONSTRUCTION BANK-H株式 銀行 4,265,550
58.61
62.64

250,389,164
267,219,645

―
― 1.48

アメリカ GAZPROM OAO-SPON ADR株式 エネルギー 322,500
839.26
721.83

270,779,413
232,791,723

―
― 1.29

メキシコ
AMERICA MOVIL SAB DE
C-SER L 株式 電気通信サービス 2,180,000

108.60
98.01

236,814,022
213,675,752

―
― 1.18

香港 IND & COMM BK OF CHINA-H株式 銀行 3,866,350
51.30
55.01

198,531,714
212,703,378

―
― 1.18

香港 CNOOC LTD 株式 エネルギー 1,040,000
158.36
173.62

164,793,706
180,573,120

―
― 1.00

ブラジル
PETROBRAS - PETROLEO
BRAS-PR 株式 エネルギー 232,000

768.70
749.14

178,412,367
173,802,336

―
― 0.96

ブラジル VALE SA-PREF 株式 素材 113,000
1,463.87
1,431.79

165,441,218
161,792,496

―
― 0.90

香港 TENCENT HOLDINGS LTD株式
ソフトウェア・
サービス 59,000

2,388.92
2,707.24

140,952,062
159,727,160

―
― 0.89

韓国 HYUNDAI MOTOR CO株式
自動車・
自動車部品 8,750

18,787.35
17,518.00

164,389,490
153,282,500

―
― 0.85

アメリカ LUKOIL OAO-SPON ADR株式 エネルギー 30,400
4,565.87
5,038.06

138,822,715
153,157,084

―
― 0.85

南アフリ
カ MTN GROUP LTD株式 電気通信サービス 99,000

1,289.76
1,542.96

127,686,834
152,753,832

―
― 0.85

香港 BANK OF CHINA LTD-H株式 銀行 4,330,000
31.58
34.34

137,098,395
148,709,520

―
― 0.82

ブラジル
ITAU UNIBANCO HOLDING
S-PREF 株式 銀行 118,400

1,145.43
1,249.49

135,642,958
147,939,947

―
― 0.82

香港 PETROCHINA CO LTD-H株式 エネルギー 1,219,000
109.92
108.12

134,122,230
131,798,280

―
― 0.73

ブラジル
CIA DE BEBIDAS DAS
AME-PREF 株式

食品・飲料・
タバコ 39,000

3,011.84
3,363.92

117,465,900
131,193,223

―
― 0.73

ブラジル PETROBRAS - PETROLEO BRAS株式 エネルギー 171,000
802.35
764.01

137,249,181
130,646,325

―
― 0.72

アメリカ SBERBANK-SPONSORED ADR株式 銀行 137,000
978.87
932.06

134,182,393
127,692,494

―
― 0.71

台湾
HON HAI PRECISION
INDUSTRY 株式

テクノロジー・ハー
ドウェアおよび機器 486,336

221.68
262.26

107,821,133
127,546,479

―
― 0.71

ブラジル BANCO BRADESCO SA-PREF株式 銀行 93,186
1,168.51
1,345.72

108,916,217
125,403,009

―
― 0.70

南アフリ
カ NASPERS LTD-N SHS株式 メディア 22,600

4,200.10
5,061.53

94,923,814
114,390,641

―
― 0.63

南アフリ
カ SASOL LTD 株式 エネルギー 29,200

3,409.47
3,547.23

99,557,836
103,579,367

―
― 0.57

香港 CHINA LIFE INSURANCE CO-H株式 保険 409,000
209.45
240.09

85,667,804
98,196,810

―
― 0.54

ブラジル VALE SA 株式 素材 67,000
1,521.76
1,465.43

101,976,382
98,184,158

―
― 0.54

韓国 POSCO 株式 素材 3,900
28,719.10
24,282.00

112,004,780
94,699,800

―
― 0.52

インド
HOUSING DEVELOPMENT
FINANCE 株式 銀行 75,000

1,006.35
1,240.91

75,476,775
93,068,850

―
― 0.52

メキシコ
FOMENTO ECONOMICO
MEXICA-UBD 株式

食品・飲料・
タバコ 111,000

710.90
798.77

78,916,453
88,664,202

―
― 0.49

韓国 HYUNDAI MOBIS株式
自動車・
自動車部品 3,950

21,624.12
22,116.00

85,415,540
87,358,200

―
― 0.48

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
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ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
  平成24年11月30日現在

種類／業種別 投資比率(％)

株式 エネルギー 12.14

 素材 11.26

 資本財 4.58

 商業・専門サービス 0.07

 運輸 1.47

 自動車・自動車部品 3.60

 耐久消費財・アパレル 0.87

 消費者サービス 0.43

 メディア 1.08

 小売 1.82

 食品・生活必需品小売り 2.29

 食品・飲料・タバコ 5.04

 家庭用品・パーソナル用品 1.20

 ヘルスケア機器・サービス 0.50

 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 0.71

 銀行 17.79

 各種金融 2.54

 保険 2.70

 不動産 1.87

 ソフトウェア・サービス 2.47

 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 3.47

 電気通信サービス 7.66

 公益事業 3.33

 半導体・半導体製造装置 7.92

 　　小計 96.79

投資証券 ― 0.10

合　計  96.89

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

 

②投資不動産物件
該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの
      平成24年11月30日現在

資産の種類 取引所名 建別 数量 通貨 簿価 評価額 評価額(円)
投資
比率
(％)

株価指数先物取引         

 
MINI MS 

（2012年12月限）
ニューヨーク証券取引所 買建 128アメリカドル 6,360,621.006,445,440.00529,299,5322.93

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
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［参考情報］
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第２【管理及び運営】
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜訂正前＞
基準価額の
算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
（略）
（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券お

よび借入有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信託協会規則にしたがっ
て時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を
控除した金額をいいます。
（略）

（略）
＜訂正後＞
基準価額の
算出方法

基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
（略）
（注）「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券お

よび借入有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にした
がって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
額を控除した金額をいいます。
（略）

 
（略）
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第３【ファンドの経理状況】

＜追加＞

１　当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

和52年大蔵省令第38号）ならびに同規則第３８条の３および第５７条の２の規定により、「投

資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。

　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

２　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、第 3 期中間計算期間

（平成24年5月15日から平成24年11月14日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人によ

り中間監査を受けております。

    次へ
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新興国株式インデックスオープン
（１）中間貸借対照表

（単位：円）

    
第 3 期中間計算期間末

［ 平成24年11月14日現在 ］

資産の部  

 流動資産  

  コール・ローン 736,555

  親投資信託受益証券 165,039,982

  未収入金 29,113

  未収利息 1

  流動資産合計 165,805,651

 資産合計 165,805,651

負債の部  

 流動負債  

  未払解約金 24,788

  未払受託者報酬 55,434

  未払委託者報酬 637,367

  その他未払費用 2,078

  流動負債合計 719,667

 負債合計 719,667

純資産の部  

 元本等  

  元本 ※1
  177,259,590

  剰余金  

   中間剰余金又は中間欠損金（△） ※2
  △12,173,606

   （分配準備積立金） 2,078,697

  元本等合計 165,085,984

 純資産合計 165,085,984

負債純資産合計 165,805,651
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（２）中間損益及び剰余金計算書

（単位：円）

  
第 3 期中間計算期間
自 平成24年 5月15日
至 平成24年11月14日

営業収益  

 受取利息 139

 有価証券売買等損益 3,926,187

 営業収益合計 3,926,326

営業費用  

 受託者報酬 55,434

 委託者報酬 637,367

 その他費用 2,078

 営業費用合計 694,879

営業利益 3,231,447

経常利益 3,231,447

中間純利益 3,231,447

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 △134,694

期首剰余金又は期首欠損金（△） △10,198,055

剰余金増加額又は欠損金減少額 1,735,230

 
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
額

1,735,230

剰余金減少額又は欠損金増加額 7,076,922

 
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
額

7,076,922

分配金 －

中間剰余金又は中間欠損金（△） △12,173,606

   

 
 
 
    次へ
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（３）中間注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）親投資信託受益証券

移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託
受益証券の基準価額で評価しております。

  （2）親投資信託受益証券以外の有価証券

個別法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。

  　①金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお

ける最終相場で評価しております。

  　②金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値
（平均値）等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）または価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。

  　③時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できな
い事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価
と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価
額で評価しております。

２ その他財務諸表作成のための基本
となる重要な事項

 ファンドの計算期間

当ファンドは、原則として毎年5月12日を計算期間の末日としておりますが、前計算
期間においては当該日が休業日のため、当中間計算期間は平成24年5月15日から平成24
年11月14日までとなっております。

 

（中間貸借対照表に関する注記）

 
 

第 3 期中間計算期間末

［ 平成24年11月14日現在 ］

   
※１期首元本額 119,448,274円

 期中追加設定元本額 76,378,896円

 期中一部解約元本額

 

18,567,580円

※２元本の欠損

純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。

 

12,173,606円

 

３ 受益権の総数

 

177,259,590口

４ １口当たり純資産額 0.9313円

 （１万口当たり純資産額） （9,313円）
   
 

（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

該当事項はありません。

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 

区　分
第 3 期中間計算期間末

［ 平成24年11月14日現在 ］

１ 中間貸借対照表計上額、時価及びそ
の差額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 （1）有価証券

売買目的有価証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

  （2）デリバティブ取引

該当事項はありません。

  （3）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ
いての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に
算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用
しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

 

＜参考＞

当ファンドは「新興国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上さ
れた「親投資信託受益証券」は、同親投資信託の受益証券です。

なお、同親投資信託の状況は次の通りです。

 

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

17/38



    前へ    次へ
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「新興国株式インデックスマザーファンド」の状況

なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

 

（１）貸借対照表

  
［ 平成24年11月14日現在 ］

金　額（円）

資産の部   

流動資産   

預金  312,867,065

コール・ローン  26,908,099

株式  16,575,239,710

投資証券  16,529,088

派生商品評価勘定  14,400

未収入金  237,405

未収配当金  12,468,128

未収利息  62

差入委託証拠金  57,145,583

流動資産合計  17,001,409,540

資産合計  17,001,409,540

負債の部   

流動負債   

派生商品評価勘定  6,101,968

未払金  6,468,474

未払解約金  3,591,474

流動負債合計  16,161,916

負債合計  16,161,916

純資産の部   

元本等   

元本 ※1 11,814,107,652

剰余金   

剰余金又は欠損金（△）  5,171,139,972

元本等合計  16,985,247,624

純資産合計  16,985,247,624

負債純資産合計  17,001,409,540

（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。

 

（２）注記表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

１ 有価証券の評価基準及
び評価方法

株式および投資証券は移動平均法、株式および投資証券以外の有価証券は個別法に基づき、以下の通
り原則として時価で評価しております。

  （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相
場（外貨建証券の場合は知りうる直近の日の最終相場）で評価しております。

  （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
等、および金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）または価
格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

  （3）時価が入手できなかった有価証券

適正な評価額を入手できなかった場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認め
られた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託
者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

２ デリバティブ等の評価
基準及び評価方法

（1）先物取引

個別法に基づき、原則として時価で評価しております。

  （2）為替予約取引

個別法に基づき、原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

３ その他財務諸表作成の
ための基本となる重要
な事項

 外貨建資産等の会計処理

「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しておりま
す。
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（貸借対照表に関する注記）

  ［ 平成24年11月14日現在 ］

   
※１期首 平成24年5月15日

 期首元本額 10,205,856,490円

 期首からの追加設定元本額 1,897,047,309円

 期首からの一部解約元本額

 

288,796,147円

 元本の内訳＊  

 ＦＰバランスファンド（安定型） 5,784,651円

 ＦＰバランスファンド（安定成長型） 35,231,283円

 ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 9,825,949,889円

 ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 37,159,202円

 ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 48,027,549円

 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 64,443円

 三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 966,983,743円

 新興国株式インデックスオープン 114,794,451円

 ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 119,333,815円

 三菱ＵＦＪ グローバル型バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投
資家限定）

3,903,082円

 ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限
定）

656,875,544円

 　　　　　　（合　計）

 

11,814,107,652円

２ 受益権の総数

 

11,814,107,652口

３ １口当たり純資産額 1.4377円

 （１万口当たり純資産額） （14,377円）
   
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 

（金融商品に関する注記）

金融商品の時価等に関する事項
 区　分 ［ 平成24年11月14日現在 ］

１ 貸借対照表計上額、時価及びその差
額

時価で計上しているためその差額はありません。

２ 時価の算定方法 （1）有価証券

売買目的有価証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

  （2）デリバティブ取引

（デリバティブ取引等関係に関する注記）に記載しております。

  （3）上記以外の金融商品

上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と
近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。

３ 金融商品の時価等に関する事項につ
いての補足説明

当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金融商品に関する注記）に記載してお
ります。

 
（有価証券関係に関する注記）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引等関係に関する注記）

取引の時価等に関する事項

株式関連

  ［ 平成24年11月14日現在 ］

区 分 種　類 契 約 額等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引 株価指数先物取引     

 　買建 427,651,801― 421,549,833△6,101,968

 　合　　計 427,651,801― 421,549,833△6,101,968

 

（注）時価の算定方法

１　株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価
が発表されていない場合には、最も近い最終相場値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

２　株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
 

通貨関連

  ［ 平成24年11月14日現在 ］

区　分 種　類 契 約 額等（円） 時　価 評 価 損 益

   うち1年超 （円） （円）

市場取引以外の取引 為替予約取引     

 　買建     

 　　ニュー台湾ドル 21,905,600― 21,920,000 14,400

 　合　　計 21,905,600― 21,920,000 14,400
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（注）時価の算定方法

１　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も
近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先
物相場の仲値を用いております。

２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
 

    前へ
 

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

21/38



２【ファンドの現況】

＜更新後＞
【純資産額計算書】

平成24年11月30日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 179,991,418 

Ⅱ 負 債 総 額 2,704,596 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 177,286,822 

Ⅳ 発 行 済 口 数 180,489,637口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
0.9823

（ １万口当たり 9,823

 

）

 

＜参考＞

「新興国株式インデックスマザーファンド」の現況

純資産額計算書

平成24年11月30日現在

（単位：円）

Ⅰ 資 産 総 額 18,091,453,306 

Ⅱ 負 債 総 額 51,011,383 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,040,441,923 

Ⅳ 発 行 済 口 数 11,892,341,662口

Ⅴ １口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）
1.5170

（ １万口当たり 15,170

 

）
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額等

＜訂正前＞

平成24年５月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098

株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

＜訂正後＞

平成24年11月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、124,098

株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

 

（２）委託会社の機構

＜訂正前＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成24年５月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

＜訂正後＞

（略）

ファンドの運用体制等は平成24年11月末現在のものであり、今後変更される可能性があります。

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

平成24年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を

除きます。）

 

商品分類 本　数（本） 純資産総額（百万円）

追加型株式投資信託 398 5,943,046

追加型公社債投資信託 18 487,959

単位型株式投資信託 7 18,790

単位型公社債投資信託 4 82,807

合　計 427 6,532,603

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の

個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
＜更新後＞
（１） 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下「財務諸表等規則」という。）第2
条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52
号）」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和52年大蔵
省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表
等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示し
ております。
 
（２） 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第27期事業年度（自 平成23年4月1日 至 平
成24年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第28期事業年度に係る中間会計期間（自 平成
24年4月1日 至 平成24年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査
を受けております。
 
（第27期事業年度の財務諸表は省略）
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＜追加＞
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
 (単位：千円)
 第28期中間会計期間

(平成24年9月30日現在)
(資産の部)    
流動資産    
　現金及び預金   16,996,643
　有価証券   8,000,000
　前払費用   336,791
　未収入金   221,616
　未収委託者報酬   3,698,009
　未収収益   39,360
　繰延税金資産   374,925
　金銭の信託   30,000
　その他   27,966
流動資産合計   29,725,313
    
固定資産    
　有形固定資産    
　　建物  ※1 269,044
　　器具備品  ※1 174,256
　　土地   1,205,031
　　有形固定資産合計   1,648,332
無形固定資産    
　　電話加入権   15,822
　　ソフトウェア   874,592
　　ソフトウェア仮勘定   414,462
　　その他   9
　　無形固定資産合計   1,304,887
投資その他の資産    
　　投資有価証券   13,875,312
　　関係会社株式   320,136
　　長期性預金   5,500,000
　　長期差入保証金   831,857
　　繰延税金資産   297,670
　　その他   15,035
　　投資その他の資産合計   20,840,011
固定資産合計   23,793,231
資産合計   53,518,545
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 (単位：千円)
 第28期中間会計期間

(平成24年9月30日現在)
(負債の部)    
流動負債    
　預り金   66,078
　未払金    
　　未払収益分配金   33,785
　　未払償還金   1,070,895
　　未払手数料   1,435,205
　　その他未払金   72,465
　未払費用   1,101,885
　未払消費税等  ※2 104,706
　未払法人税等   1,639,933
　賞与引当金   561,000
　その他   314,314
流動負債合計   6,400,270
    
固定負債    
　退職給付引当金   120,928
　役員退職慰労引当金   53,934
　時効後支払損引当金   197,702
固定負債合計   372,564
負債合計   6,772,834
    
(純資産の部)    
株主資本    
　資本金   2,000,131
　資本剰余金    
　　資本準備金   222,096
　　資本剰余金合計   222,096
　利益剰余金    
　　利益準備金   342,589
　　その他利益剰余金    
　　　別途積立金   6,998,000
　　　繰越利益剰余金   36,823,991
　　利益剰余金合計   44,164,581
　株主資本合計   46,386,809
評価・換算差額等    
　その他有価証券
　評価差額金

  358,901

　評価・換算差額等合計   358,901
純資産合計   46,745,710
負債純資産合計   53,518,545
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(2)中間損益計算書
 (単位：千円)

 
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日

     至 平成24年9月30日）
営業収益    
　委託者報酬   22,860,446
　投資顧問料   5,548
　その他営業収益   64,404
営業収益合計   22,930,399
営業費用    
　支払手数料   9,329,547
　広告宣伝費   253,610
　公告費   1,748
　調査費    
　　調査費   465,037
　　委託調査費   4,927,785
　事務委託費   118,017
　営業雑経費    
　　通信費   44,970
　　印刷費   216,082
　　協会費   19,981
　　諸会費   3,788
　　事務機器関連費   479,500
　　その他営業雑経費   8,157
営業費用合計   15,868,227
一般管理費    
　給料    
　　役員報酬   97,198
　　給料・手当   1,581,710
　　賞与引当金繰入   561,000
　福利厚生費   296,584
　交際費   11,132
　旅費交通費   66,127
　租税公課   57,963
　不動産賃借料   349,740
　退職給付費用   80,723
　役員退職慰労引当金繰入   7,838
　固定資産減価償却費  ※1 223,128
　諸経費   135,324
一般管理費合計   3,468,471
営業利益   3,593,700
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 (単位：千円)

 
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日

     至 平成24年9月30日）
営業外収益    
　受取配当金   104,164
　有価証券利息   3,543
　受取利息   12,662
収益分配金等時効完成分   328,544
　その他   1,102
営業外収益合計   450,017
営業外費用    
　投資有価証券償還損   8,428
　時効後支払損引当金繰入   6,591
その他   46
営業外費用合計   15,067
経常利益   4,028,650
特別利益    
　投資有価証券売却益   141,172
特別利益合計   141,172
特別損失    
　投資有価証券売却損   32,155
特別損失合計   32,155
税引前中間純利益   4,137,667
法人税、住民税及び事業税   1,626,136
法人税等調整額   △30,367
法人税等合計   1,595,768
中間純利益   2,541,898
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(3)中間株主資本等変動計算書

 (単位：千円)

 第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日

     至 平成24年9月30日）
株主資本  
　資本金  
　　当期首残高 2,000,131
　　当中間期変動額  
　　　当中間期変動額合計 ―
　　当中間期末残高 2,000,131
　資本剰余金  
　　資本準備金  
　　　当期首残高 222,096
　　　当中間期変動額  
　　　　当中間期変動額合計 ―
　　　当中間期末残高 222,096
　　資本剰余金合計  
　　　当期首残高 222,096
　　　当中間期変動額  
　　　　当中間期変動額合計 ―
　　　当中間期末残高 222,096
　利益剰余金  
　　利益準備金  
　　　当期首残高 342,589
　　　当中間期変動額  
　　　　当中間期変動額合計 ―
　　　当中間期末残高 342,589
　　その他利益剰余金  
　　　別途積立金  
　　　　当期首残高 6,998,000
　　　　当中間期変動額  
　　　　　当中間期変動額合計 ―
　　　　当中間期末残高 6,998,000
　　　繰越利益剰余金  
　　　　当期首残高 36,863,331
　　　　当中間期変動額  
　　　　　剰余金の配当 △2,581,238
　　　　　中間純利益 2,541,898
　　　　　当中間期変動額合計 △39,339
　　　　当中間期末残高 36,823,991
　　利益剰余金合計  
　　　当期首残高 44,203,921
　　　当中間期変動額  
　　　　剰余金の配当 △2,581,238
　　　　中間純利益 2,541,898
　　　　当中間期変動額合計 △39,339
　　　当中間期末残高 44,164,581
　株主資本合計  
　　当期首残高 46,426,148
　　当中間期変動額  
　　　剰余金の配当 △2,581,238
　　　中間純利益 2,541,898
　　　当中間期変動額合計 △39,339
　　当中間期末残高 46,386,809
評価・換算差額等  
　その他有価証券評価差額金  
　　当期首残高 723,054
　　当中間期変動額  
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △364,152
　　　当中間期変動額合計 △364,152
　　当中間期末残高 358,901
　評価・換算差額等合計  
　　当期首残高 723,054
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　　当中間期変動額  
　　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △364,152
　　　当中間期変動額合計 △364,152
　　当中間期末残高 358,901
純資産合計  
　当期首残高 47,149,203
　当中間期変動額  
　　剰余金の配当 △2,581,238
　　中間純利益 2,541,898
　　株主資本以外の項目の当中間期変動額(純額) △364,152
　　当中間期変動額合計 △403,492
　当中間期末残高 46,745,710
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[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

(2)その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。

 
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物38年であります。

(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用して
おります。

 
3.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(2)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当
中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均支払期間以内の一定の年数（8年）による定額法によ
り、翌事業年度より費用処理することとしております。
(3)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるた
め、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
 
5.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
  (1)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
 

[会計方針の変更]
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日
　　 至 平成24年9月30日）

（減価償却方法の変更）
当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産につ
いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。
なお、この変更による当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。
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[注記事項]
（中間貸借対照表関係）
※1　有形固定資産の減価償却累計額

 
第28期中間会計期間

（平成24年9月30日現在）
建物 221,331千円

器具備品 322,980千円

 
※2　消費税等の取扱い　　

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
 
（中間損益計算書関係）
※1　減価償却実施額

 
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日
　　 至 平成24年9月30日）

有形固定資産 41,040千円

無形固定資産 182,088千円

 
（中間株主資本等変動計算書関係）
第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）
1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数　(株)

当中間会計期間
増加株式数　(株)

当中間会計期間
減少株式数　(株)

当中間会計期間末
株式数　(株)

発行済株式     
　普通株式 124,098 － － 124,098

合計 124,098 － － 124,098
 
2.  配当に関する事項
平成24年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

① 配当金の総額 2,581,238千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 20,800円
④ 基準日 平成24年3月31日
⑤ 効力発生日 平成24年6月27日

 
（金融商品関係）
第28期中間会計期間(平成24年9月30日現在)
　　金融商品の時価等に関する事項

平成24年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません
（（注２）参照）。
  中間貸借対照表計

上額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1)現金及び預金 16,996,64316,996,643 －
(2)有価証券 8,000,0008,000,000 －
(3)未収委託者報酬 3,698,0093,698,009 －
(4)長期性預金 5,500,0005,506,492 6,492
(5)投資有価証券 13,875,31213,875,312 －
資産計 48,069,96548,076,457 6,492

(1)未払手数料 1,435,2051,435,205 －
(2)未払法人税等 1,639,9331,639,933 －
負債計 3,075,1393,075,139 －
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（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
　資　産
(1)現金及び預金、(2)有価証券、(3)未収委託者報酬

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。なお、有価証券はすべて短期決済される譲渡性預金であります。

(4)長期性預金
契約期間に基づく区分ごとに、新規に預金を行った場合に想定される預金金利で割り引いた現在価値

を算定しております。
(5)投資有価証券

上記の表中における投資有価証券はすべて投資信託であり、基準価額によっております。
　負　債
(1)未払手数料、(2)未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。

 
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円）は、市場価格が

なく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
 
（注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
 
（有価証券関係）
第28期中間会計期間（平成24年9月30日現在）
1.  子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格がな
く、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
 

2.  その他有価証券

 種類
中間貸借対照表
計上額（千円）

取得原価
（千円）

差額（千円）

中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

株式 － － －
債券 － － －
その他 6,899,973 6,184,088 715,884

小　　計 6,899,973 6,184,088 715,884
中間貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

株式 － － －
債券 － － －
その他 6,936,438 7,202,827 △266,389

小　　計 6,936,438 7,202,827 △266,389
合　　計 13,836,412 13,386,916 449,495

（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額38,900千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と
認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 
（デリバティブ取引関係）
重要な取引はありません。
 
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）
　当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
 
[関連情報]
第28期中間会計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年9月30日）
1.  製品及びサービスごとの情報
　　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
記載を省略しております。

 
2.  地域ごとの情報
（1）営業収益

　　　　投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
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　　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
 
3.  主要な顧客ごとの情報

投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
 

 
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
　　該当事項はありません。
 
（１株当たり情報）
　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第28期中間会計期間

（平成24年9月30日現在）
1株当たり純資産額 376,683.83円
(算定上の基礎)  
純資産の部の合計額（千円） 46,745,710
普通株式に係る中間期末の純資産額（千円） 46,745,710
1株当たり純資産額の算定に用いられた
中間期末の普通株式の数（株）

124,098

 
　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
第28期中間会計期間
（自 平成24年4月1日

     至 平成24年9月30日）
1株当たり中間純利益金額 20,482.99円
(算定上の基礎)  
中間純利益金額（千円） 2,541,898
普通株主に帰属しない金額（千円） －
普通株式に係る中間純利益金額（千円） 2,541,898
普通株式の期中平均株式数（株） 124,098

(注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。
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第２【その他の関係法人の概況】

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託会社

＜訂正前＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成24年３月末現在）

（略）

＜訂正後＞

（略）

②資本金の額：324,279百万円（平成24年９月末現在）

（略）

 

（２）販売会社

＜更新後＞

①名称
②資本金の額

（平成24年９月末現在）
③事業の内容

株式会社北海道銀行 93,524百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社千葉銀行 145,069百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社八十二銀行 52,243百万円 銀行業務を営んでいます。

株式会社池田泉州銀行 50,710百万円 銀行業務を営んでいます。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 324,279百万円
銀行業務および信託業務を営んでい
ます。

 

３【資本関係】

＜訂正前＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成24年５月末現在）

（略）

＜訂正後＞

委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（平成24年11月末現在）

（略）
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

平成24年12月18日

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 投 信 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

 

あらた監査法人

 指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　荒川　進　印

   

 指　定　社　員
業務執行社員

公認会計士　鶴田光夫　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲

げられている新興国株式インデックスオープンの平成24年５月15日から平成24年11月14日までの中間計算期間の中間財

務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作

成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用

な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ

に基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選

択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、新興国株式インデックスオープンの平成24年11月14日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期

間（平成24年５月15日から平成24年11月14日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

利害関係

三菱ＵＦＪ投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。

以　　上

 

（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

委託会社が別途保管しております。なお、中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 

    次へ
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独立監査人の中間監査報告書
 
平成２４年１２月６日
 
三菱ＵＦＪ投信株式会社

取締役会　御中
 
 
有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 長島　拓也　　　印

    

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　信之　　　印

    

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委

託会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２４年４月１日から平成

２５年３月３１日までの第２８期事業年度の中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年

９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変

動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中

間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示

のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査

の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中

間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうか

の合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施するこ

とを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比

べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、

不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応

じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統

制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。
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中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ投信株式会社の平成２４年９月３０日現在の財政状態及び同日を

もって終了する中間会計期間（平成２４年４月１日から平成２４年９月３０日まで）の経営成績に関

する有用な情報を表示しているものと認める。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。

以　上

 
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原

本は委託会社が別途保管しております。
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